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所
得
税
の
確
定
申
告
と
は
　
　
　  

　

毎
年
１
月
１
日
～
12
月
31
日
の
１
年
間

に
生
じ
た
全
て
の
所
得
の
金
額
と
、
そ
の

所
得
に
対
す
る
所
得
税
の
額
を
計
算
し
、

翌
年
２
月
16
日
～
３
月
15
日
に
確
定
申
告

書
を
提
出
し
て
、
源
泉
徴
収（
給
与
や
年

金
な
ど
か
ら
の
天
引
き
）さ
れ
た
税
金
や

予
定
納
税
で
納
め
た
税
金
な
ど
と
の
過
不

足
を
精
算
す
る
手
続
き
で
す
。

 

確
定
申
告
が
必
要
な
人
　
　
　
　  

　

平
成
23
年
分（
１
月
１
日
～
12
月
31
日
）

の
所
得
金
額
の
合
計（
総
所
得
金
額
）が
所

得
控
除（
基
礎
控
除
な
ど
）を
超
え
る
場
合

で
、
そ
の
超
え
る
額
に
対
す
る
税
額
が
配

当
控
除
額
と
年
末
調
整
の
住
宅
借
入
金
等

特
別
控
除
額
と
の
合
計
額
を
超
え
る
人

は
、
原
則
と
し
て
確
定
申
告
を
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
勤
務
先
で
給
与

所
得
の
年
末
調
整
を
受
け
た
人
で
、
給
与

所
得
と
退
職
所
得
以
外
の
所
得
金
額
が
20

万
円
以
下
で
あ
る
な
ど
、
一
定
の
条
件
の

場
合
に
は
確
定
申
告
を
し
な
く
て
も
よ
い

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

 

所
得
税
の
還
付
申
告
と
は
　
　
　  

　

確
定
申
告
が
不
要
な
人
で
も
、
源
泉
徴

収
さ
れ
た
税
金
が
計
算
し
た
税
金
の
額
よ

り
多
い
と
き
は
、
確
定
申
告
を
す
る
こ
と

に
よ
り
納
め
過
ぎ
の
税
金
が
還
付
さ
れ
ま

す
。
こ
の
申
告
を
還
付
申
告
と
い
い
ま
す
。

主
に
次
の
①
～
④
の
よ
う
な
場
合
に
還
付

申
告
で
き
ま
す
。

①
年
の
途
中
で
退
職
し
、
年
末
調
整
を
受

け
て
い
な
い（
給
与
所
得
者
）

②
所
得
控
除（
社
会
保
険
料
控
除
、
生
命

保
険
料
控
除
な
ど
）を
追
加
す
る
も
の
が

あ
る

③
一
定
額
以
上
の
医
療
費
を
支
出
し
た

④
一
定
の
要
件
の
マ
イ
ホ
ー
ム
の
取
得
な

ど
で
住
宅
ロ
ー
ン
が
あ
る

 

所
得
税
還
付
申
告
会
場
を
開
設  

　

　

所
得
税
還
付
申
告
の
臨
時
受
け
付
け
会

場
を
表
１
の
と
お
り
開
設
し
ま
す
。
臨
時

受
け
付
け
会
場
で
申
告
で
き
る
の
は﹃
確
定

申
告
書
Ａ
﹄（
申
告
す
る
所
得
が
給
与
・
雑

〈
年
金
な
ど
〉・
配
当
・
一
時
所
得
だ
け
）を

使
用
す
る
人
で
す
。

※
事
業
・
不
動
産
・
分
離
課
税
所
得
な
ど

が
あ
り
、﹃
確
定
申
告
書
Ｂ
﹄を
使
用
す
る
人

は
上
尾
税
務
署
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
申
告
に
必
要
な
物

１　

平
成
23
年
分
給
与
所
得
・
公
的
年
金

等
の
源
泉
徴
収
票（
原
本
）

２　

印
鑑（
認
め
印
可
）

３　

筆
記
用
具
、
計
算
用
具

４　

還
付
金
を
受
け
取
る
預（
貯
）金
の
口

座
番
号（
申
告
者
名
義
）が
分
か
る
物

５　

配
偶
者
の
源
泉
徴
収
票（
配
偶
者
に

パ
ー
ト
収
入
な
ど
が
あ
る
場
合
）

６　

そ
の
他
申
告
に
必
要
な
書
類（
次
の

①
～
④
で
該
当
す
る
物
）

①
年
金
受
給
者
と
年
末
調
整
が
済
ん
で
い

な
い
人（
年
の
中
途
で
退
職
し
た
人
な
ど
）

○
社
会
保
険
料（
国
民
健
康
保
険
、
国
民

年
金
な
ど
）の
支
払
額
が
分
か
る
物

※
国
民
年
金
保
険
料
を
支
払
っ
て
い
る
場

合
は
、
社
会
保
険
料
控
除
証
明
書
ま
た
は

領
収
証
書
が
必
要
で
す
。

○
生
命
保
険
料
や
地
震
保
険
料
の
所
得
控

除
証
明
書

②
医
療
費
控
除
を
受
け
る
人

○
平
成
23
年
中
に
支
払
っ
た
医
療
費
の
領

収
書（
事
前
に
個
人
と
病
院
ご
と
に
集
計

し
、
明
細
書
を
作
成
し
て
お
く
）

○
健
康
保
険
や
生
命
保
険
な
ど
で
補
て
ん

さ
れ
た
金
額
の
分
か
る
書
類

③
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
受
け
る
人

○
申
告
者
本
人
の
住
民
票
の
写
し（
平
成

所得税の確定申告はお早めに平成
23年分

【所得税の確定申告などの問い合わせ・郵送先】
■上尾税務署（〒３６２－８５０４西門前５７７）
⇨代表電話番号（７７０－１８００〈自動音声案内〉）
※音声が流れますので、用件の内容に応じた番
号を選んでください。

【表₁】所得税還付申告の臨時受け付け会場

と　　き ところ 対象地区

₂月₉日（木）・
10日（金）

午前₉時30分～
午後₃時30分

コミュニティ
センター

JR 高崎線
の西側地域
に住む人

₂月14日（火）・
15日（水） 文化センター

JR 高崎線
の東側地域
に住む人

※上記の日程については、市民税課（ 775－5131）へ問
い合わせてください。
※所得税還付申告は、₁月₄日（水）から上尾税務署（11
ページ案内図参照）でも受け付けます。

基本的な所得税の
計算方法

　（総所得金額〈１
年間の収入金額か
ら必要経費などを
差し引いた金額〉－
所得控除〈基礎・社
会保険・生命保険
料控除など課税所
得から控除される
もの〉）×税率＝所
得税

2月１６日（木）～3月１５日（木）
平成２３年分所得税の確定申告受付期間

※還付申告は₁月₄日（水）からです。
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控除対象扶養親族の年齢
（平成23年分における生年月日）

控除額
平成23年分から 

（改正後）
平成22年分まで 

（現行）

16歳未満
（平成₈年₁月₂日以降生まれ） 扶養控除なし 38（33）万円

16歳以上19歳未満
（平成₅年₁月₂日～平成₈年
₁月₁日生まれ）

38（33）万円

63（45）万円
19歳以上～23歳未満

（昭和64年₁月₂日～平成₅年
₁月₁日生まれ）

63（45）万円

24
年
１
月
１
日
以
降
交
付
の
物
）

○
家
屋
の
登
記
事
項
証
明
書

○
売
買
契
約
書
ま
た
は
工
事
請
負
契
約
書

の
写
し

○
借
入
先
の
金
融
機
関
な
ど
が
発
行
し
た

﹁
住
宅
取
得
資
金
に
係
る
借
入
金
の
年
末

残
高
等
証
明
書
﹂

※
住
宅
ロ
ー
ン
に
含
ま
れ
る
敷
地
な
ど
の

購
入
の
ロ
ー
ン
の
控
除
を
受
け
る
場
合

は
、
敷
地
な
ど
の
登
記
事
項
証
明
書
と
売

買
契
約
書
の
写
し
が
必
要
で
す
。

※
増
改
築
の
場
合
は
、
建
築
確
認
済
証
か

検
査
済
証
の
写
し
、
ま
た
は
建
築
士
か
ら

交
付
を
受
け
た
増
改
築
等
工
事
証
明
書
が

必
要
で
す
。

④
寄
附
金
控
除
・
寄
附
金
特
別
控
除
を
受

け
る
人

○
寄き

附ふ

し
た
団
体
な
ど
か
ら
交
付
を
受
け

た
寄
附
金
受
領
証
な
ど

※
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
は
、
選
挙
管
理

委
員
会
な
ど
の
確
認
印
が
あ
る
寄
附
金（
税

額
）控
除
の
た
め
の
書
類
が
必
要
で
す
。

※
被
災
自
治
体
へ
の
寄
附
金
や
日
本
赤
十

字
社
や
中
央
共
同
募
金
会
な
ど
に
義
援
金

と
し
て
寄
附
し
た
場
合
は
、
控
除
の
対
象

に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
申
告
の
時
に
、
一

定
の
書
類（
募
金
団
体
か
ら
交
付
さ
れ
た

受
領
証
、
募
金
趣
意
書
な
ど
）が
必
要
で

す
。

 

自
書
申
告
に
ご
協
力
を
　
　
　
　  

　

各
申
告
会
場
は
大
変
混
み
合
い
ま
す
。

記
載
例
な
ど
を
参
考
に
し
て
自
分
で
記

入
・
作
成
す
る﹁
自
書
申
告
﹂に
協
力
し
て

く
だ
さ
い
。
ま
た
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://w
w
w
.nta.go.jp/

）に
パ
ソ
コ
ン

で
確
定
申
告
書
が
作
成
で
き
る﹁
確
定
申

告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
﹂が
あ
り
ま
す
の

で
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。
同
コ
ー
ナ
ー
で

作
成
し
た
申
告
書
は
、
必
要
な
書
類
と
一

緒
に
上
尾
税
務
署
へ
直
接
ま
た
は
郵
送
で

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
告
書
や
記
載
例
な
ど
は
、
１
月
下
旬

か
ら
市
民
税
課（
市
役
所
２
階
）、
各
支

所
・
出
張
所
で
配
布
し
ま
す
。

 

市
・
県
民
税
申
告
書
を
郵
送
　
　  

　

市
・
県
民
税
の
申
告
書
は
、
該
当
す
る

と
思
わ
れ
る
人
に
２
月
上
旬
に
郵
送
し
ま

す
。
申
告
の
日
程
な
ど
詳
し
く
は﹃
広
報

あ
げ
お
﹄２
月
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

⇨
市
民
税
課（

７
７
５
―
５
１
３
１
・

７
７
５
―
９
８
４
６
）

扶養控除の見直しが行われました

　平成23年分からの所得税の計算で、扶養控除の見
直しが次のとおり行われました（表₂参照）。
①年少扶養親族（16歳未満）に対する控除の廃止
②16歳以上19歳未満の特定扶養親族に対する扶養控
除の上乗せ部分（25万円）の廃止
※市・県民税には、平成24年度分から適用されます。
※年少扶養控除は廃止されますが、市・県民税の非
課税限度額の算定などには扶養親族の人数が用いら
れるため、16歳未満（年少）の扶養親族がいる場合に
は、確定申告書の第₂表﹁住民税に関する事項﹂への
記入が必要です。

～公的年金等に係る雑所得を有する人の
　　　　所得税の確定申告不要制度の創設～

※市・県民税には平成24年度分から改正後の控除額が適用されます。
※ (　) 内の数値は、市・県民税での控除額です。
※生年月日は、平成23年分の申告で該当する人のものです。

　平成23年分の確定申告から、公的年金等の収入金額
の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る
雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合には、所得
税の確定申告書の提出は不要になりました。詳しく
は、上尾税務署に問い合わせてください。
※例えば医療費控除などによる、所得税の還付を受け

るための確定申告書は提出できます。
※例えば上場株式などに係る譲渡損失の繰越控除な
ど、控除適用の要件になっている控除を受ける場合に
は、確定申告書の提出が必要です。
※市・県民税の申告が必要な場合があります。
　所得控除（社会保険料控除、生命保険料控除など）を
追加することで平成24年度の市・県民税額が減額され
る場合があります（所得控除の支払額が分かる証明書
などが必要です）。市・県民税の申告に係る詳細は、﹃広
報あげお﹄₂月号でお知らせします。

⇨上尾税務所（ ７７０－１８００）
　 市 民 税 課（ ７７５－５１３１ ・ ７７５－９８４６）

　⇨上尾税務署  （ ７７０－１８００）

【表₂】扶養控除新旧比較表

上平 
小学校 

上尾税務署 

↑
桶
川

大
宮
↓

県
食
品
流
通

セ
ン
タ
ー

J
A
あ
だ
ち
野

上
平
支
店

J
R
北
上
尾
駅

 

国
道
17
号

 

旧
中
山
道

 

大型ショッピングセンター

県道上尾久喜線

芝川 
小学校 

久保 
交差点 

久保西
交差点

県上尾
地方庁舎


